
　不適正な森林開発の早期発見のための取り組みについて

　里親を知る会（個別相談会）の開催について

 

免税事業者の皆さまは慎重に検討を！

子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）に関するお知らせ

（町独自）次世代エール給付金について

児童扶養手当の現況届を提出してください！
　主に個人事業主・小規模事業主が該当すると思われる免税事業者の皆さまは、令和５年10月１日
に開始される消費税インボイス制度をご存じですか？
　免税事業者のままでいると不利なことがあると考えられています。例えば、取引先事業者が仕入
税額控除を受けることができないため、取引相手をインボイス登録事業者に変更する、請求時に本
体価格のなかに消費税を組み込むことで実質的な値引きとなり、売り上げが減少することなどが挙
げられています。
　自分には関係ないと考えず、慎重に検討し、登録される場合は早めに手続きを行ってください。
　この制度に関する問い合わせは、国税庁の「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター」
（☎0120-205-553　土・日曜日、祝日を除く９～ 17時）で受け付けております。

■提出期間
　８月１日（月）～ 19日（金）（土・日曜日、祝日を除く）
■持ち物
　児童扶養手当証書・その他必要な書類
 

　児童扶養手当制度は、ひとり親家庭などの生活の
安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための
制度です。
　現在、児童扶養手当の資格がある人（所得制限で
支給停止になっている人も含む）は８月中に現況届
を提出してください。現況届を提出しないと11月以
降の手当が受けられなくなります。
　なお、現況届の関係書類については、受給者宛て
に送付しています。添付書類が必要な場合がありま
すので、同封のお知らせにしたがって手続きをして
ください。

１．支給額
　　　児童一人当たり２万円
２．支給対象要件
　　　生活支援特別給付金の支給が決定した人（※ひとり親世帯分の給付金を受け取った人を含む）
３．給付金の支給手続き
　　　生活支援特別給付金の支給が決定したことをもって、次世代エール給付金の支給決定となりますので、
改めて申請手続きをする必要はありません。

１．支給額
　児童一人当たり５万円
２．支給対象要件
　①②の両方に当てはまる人(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った人を除く)
　①令和４年３月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合､20歳未満)を養育する父母など
　　(令和５年２月末までに生まれた新生児を養育する場合も対象になります)
　②令和４年度住民税（均等割）非課税の人または令和４年１月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入
となった人

　■支給にあたっては､申請が不要な場合※１と必要な場合※２があります。
３．給付金の支給手続き
　■※１令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の人
　・子ども課より給付金支給に関する案内を送付します。給付金は申請不要で受け取れます。
　・給付金の受け取りを拒否する場合は、別途「受取拒否の届出書」をご提出ください。
　■※２上記以外の人（例：高校生のみ養育している、収入が急変したなど）
　・給付金を受け取るには申請が必要です。
　・父母などがともに住民税非課税または住民税非課税相当の収入であることをご確認のうえ、「生計を維持
する程度が高い者」を申請者として申請してください。

　・子ども課窓口に備え付けの申請書に必要事項を記入のうえ､添付書類とともに居住地の窓口に直接または
郵送でご提出ください。（町の申請受付開始は８月中旬以降の予定です）

　新型コロナウイルスの影響が長期化し、失業や収入減少、食費などによる支出の増加に対する子育て世帯
への支援のために､新たな給付金の支給を実施します。

　生活支援特別給付金に該当する人に対し、次世代を担う子どもたちへのエールを込めて､地方創生臨時交付金
を活用した町独自の上乗せ給付を行います。

問 大垣税務署　☎78-4101

問 子ども課　☎32-5078

問 子ども課　☎32-5078

実施目的：県では森林の適正管理を積極的に推進するため、不適正な森林開発の早期発見・早期
解消に努めています。

内　　容：不適正な森林開発の防止に対する県民の理解の促進および県職員による定期的な森林
パトロールに取り組んでいます。また「森林の不適正事案110番」を設置しており、森
林内での不審な「伐採」、「建築物」、「採掘」、「不法投棄」など不適正と思われる事案を
発見された場合は県西濃農林事務所にご連絡ください。詳細は同所ホームページ内に
も掲載しております。

強化月間：11日の「山の日」を含む夏季行楽シーズンでもある８月を強化月間とし、
森林パトロールを重点的に実施いたします。

問 森林の不適正事案110番
岐阜県西濃農林事務所林業課　☎73-1111（内線393・394）
FAX：73-8606
産業観光課　　　　　　　　　☎32-1108

　県では、生みの親の事故や病気、離婚などにより家庭
で暮らせなくなった子どもたちを児童福祉法に基づき、
親に代わって養育する里親を募集しています。
　里親について関心がある人を対象とした個別相談会を
開催しますので、参加を希望する人は、西濃子ども相談
センターにてご予約をお願いします。

開催日　８月24日（水）、９月28日（水）
時　間　13時～16時まで（１世帯30分程度）
場　所　西濃子ども相談センター

問 西濃子ども相談センター　☎78-4838
子ども課　　　　　　　　☎32-5078
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